
第８節 地域医療構想策定後の取組

１ 構想策定後の実現に向けた取組

（１）基本的な事項

南檜山圏域地域医療構想区域に設置した、医療関係者、医療保険者その他の関係

者との南檜山地域医療構想調整会議において、関係者との連携を図りつつ、将来の

病床の必要量を達成するための方策その他の地域医療構想の達成を推進するために

必要な協議を行うほか、各医療機関が自主的な取組を行うことも必要であります。

（２）各医療機関での取組

各医療機関は、自らの行っている医療内容やその体制に基づき、将来目指してい

く医療について検討を行うことが必要となります。

その上で、自院内の病床の機能分化を進めるに当たり、病床機能報告制度により、

同一構想区域における他の医療機関の各機能の選択状況等を把握することが可能に

なります。

また、地域医療構想により、構想区域における病床の機能区分ごとの２０２５年

における必要病床数も把握することが可能になります。これら２つの情報（データ）

を比較するなどして、地域における自院内の病床機能の相対的位置付けを客観的に

把握した上で、次のような自主的な取組を進めることが可能になります。

まず、様々な病期の患者が入院している個々の病棟について、急性期機能から慢

性期機能までの選択を行った上で、病棟単位で当該病床の機能に応じた患者の収れ

んのさせ方や、それに応じた必要な体制の構築などを検討します。

併せて、自主的な取組を踏まえ、地域医療構想調整会議を活用した医療機関相互

の協議により、地域における病床の機能の分化と連携に応じた自院の位置付けを確

認することが可能になります。例えば、回復期のリハビリテーション機能を集約化

すること、療養病床について在宅医療等への転換を進めること等が挙げられます。

以上の取組を受け、次年度の病床機能報告への反映や地域医療介護総合確保基金

の活用を検討し、更なる自院の運営の改善と地域における役割の明確化を図ります。

また、これらの取組により、区域全体で見ても、病床機能報告制度における病棟

の報告病床数と、地域医療構想における必要病床数が次第に収れんされていき、不

足する機能の解消や、患者数との整合が図れることになります。

なお、医療機関がこのような取組を行う際には、患者・住民の理解が不可欠であ

り、自らの状態に応じた医療機能や医療機関を選択することが重要であるため、医

療機関だけではなく、保険者や関係者を巻き込んで、患者・住民への啓発に取り組

むことが重要です。

（３）北海道の取組

医療機関の自主的な取組及び医療機関相互の協議により、病床の機能の分化及び

連携等による将来のあるべき医療提供体制を実現するためには、地域の医療提供体

制の確保に責任を有する北海道が、その役割を適切に発揮する必要があります。



このため、医療機関への情報提供を含め、北海道において、次の各段階における

取組を行っていきます。

ア 病床機能報告による現状と地域医療構想における必要病床数との比較

北海道は、病床の機能の分化及び連携について、まずは病床機能報告制度によっ

て、各医療機関が担っている病床機能の現状を把握・分析をします。

その結果を踏まえ、地域医療構想において定める構想区域における病床の機能区

分ごとの将来の医療需要と必要病床数とを、地域全体の状況として把握します。

イ 病床の機能区分ごとにおける構想区域内の医療機関の状況の把握

北海道は、各医療機関が地域における自院の位置付けを容易に把握することがで

きるよう、構想区域における病床の機能区分ごとの医療機関の状況を整理する必要

があります。

病床機能報告制度では、具体的な医療の内容に関し比較の参考となる項目が報告

されていることから、これらを基に、各医療機関が地域における将来のあるべき姿

に応じて検討できるような資料・データを北海道が作成します。

ウ 地域医療構想調整会議の促進に向けた具体策の検討

北海道は、地域において各医療機関が担っている医療の現状を基に、医療機関相

互の協議を促進することとされていますが、そのためには、各医療機関の自主的な

取組を改めて促進する必要があります。

これを踏まえ、道は必要に応じて地域医療構想調整会議を開催するなど、不足し

ている病床機能への対応について、具体的な協議を促進します。

その際、地域医療介護総合確保基金の活用も検討することとなりますが、早い段

階で２０２５年までの各構想区域における工程表を策定することを目指します。

エ ２０２５年までのＰＤＣＡ

工程表が策定できていない段階においては、各医療機関が地域における位置付け

を検討し、病棟ごとに担う病床の機能に応じた対応を行うことを促進する必要があ

ります。

また、工程表を策定したとしても、各医療機関における状況の変化等により計画

どおりに進めることが困難又は不適当な場合も考えられます。

このため、２０２５年まで毎年、進捗状況の検証を行い、工程表の変更も含め、

地域医療構想の実現を図っていく必要があります。

その際、構想区域全体及び北海道内全体で、病床機能報告制度における病棟の報

告病床数と、地域医療構想における必要病床数が次第に収れんされていることを確

認する必要がありますが、不足する病床機能の解消のためには、過剰となっている

病床機能からの転換を促すことにより、医療需要に応じた医療の提供が可能となる

という視点の共有を進め、病床機能報告制度における病棟の報告病床数と患者数と

の整合性が図ることができるよう、検討を重ねます。



また、毎年、北海道総合保健医療協議会地域医療専門委員会に報告することによ

り、各構想区域における進捗状況の比較や、より広い立場からの意見を求めること

が可能となるため、適宜、開催していきます。

２ 北海道知事による対応

医療法改正等により、都道府県知事は地域医療構想の実現に向けて次の対応が可能

とされたことから、地域医療の実情を把握し、北海道医療審議会や地域医療構想調整

会議を円滑に運営させることにより、適切に対応することが必要であります。

（１）病院・有床診療所の開設・増床等への対応

病院・有床診療所の開設・増床等の許可の際に、不足している病床の機能区分に

係る医療の提供という条件を付することができます（指定都市にあっては、指定都

市の市長に当該条件を付するよう求めることができます）（医療法第７条第５項）。

（２）既存医療機関が過剰な病床の機能区分に転換しようとする場合の対応

過剰な病床の機能区分に転換しようとする理由等を記載した書面の提出を求める

ことができます（医療法第30条の15第１項）。

当該書面に記載された理由等が十分でないと認めるときは、地域医療構想調整会

議における協議に参加するよう求めることができます（同条第２項）。

地域医療構想調整会議における協議が調わないとき等は、北海道医療審議会に出

席し、当該理由等について説明をするよう求めることができます（同条第４項）。

地域医療構想調整会議における協議の内容及び北海道医療審議会の説明の内容を

踏まえ、当該理由等がやむを得ないものと認められないときは、北海道医療審議会

の意見を聴いて、過剰な病床機能に転換しないことを公的医療機関等に命令するこ

とができます。

なお、公的医療機関等以外の医療機関にあっては、要請することができます。

（同条第６項及び第７項）。

（３）地域医療構想調整会議における協議が調わない等、自主的な取組だけでは不足し

ている機能の充足が進まない場合の対応

北海道医療審議会の意見を聴いて、不足している病床の機能区分に係る医療を提

供すること等を公的医療機関等に指示することができます。

なお、公的医療機関等以外の医療機関にあっては、要請することができます。

（４）稼働していない病床への対応

病床過剰地域において、公的医療機関等が正当な理由がなく病床を稼働していな

いときは、北海道医療審議会の意見を聴いて、当該病床の削減を命令することがで

きます。（医療法第７条の２第３項）。なお、公的医療機関等以外の医療機関にあ

っては、病床過剰地域において、かつ医療計画の達成の推進のため特に必要がある

場合において、正当な理由がなく病床を稼働していないときは、北海道医療審議会



の意見を聴いて、当該病床の削減を要請することができます（同法第30条の12第１

項）。

また、実際には、病床の稼働状況は病床機能報告制度において病棟単位で把握す

ることが可能であることから、病棟単位で病床が稼働していないことについて正当

な理由がない場合に、当該対応を検討します。

３ 地域医療構想の実現に向けたＰＤＣＡ

地域医療構想について北海道は、地域医療構想の実現に必要な事業の進捗評価を定

期的に実施し、必要に応じて施策の見直しを図るなど、ＰＤＣＡサイクルを効果的に

機能させることが必要であります。

地域医療構想を実現するための施策において、地域医療介護総合確保基金を活用し

た事業については、北海道計画に位置付けることとなりますが、地域医療構想の目標

等と連動しつつ、基金が適切に活用されたことが確認できる評価指標を設定する必要

があります。

その際、将来のあるべき医療提供体制を目指すものとして、地域医療構想を含む医

療計画と北海道計画の方向性は一致しており、可能な評価指標は共通化するなど効率

化も考慮します。

４ 住民への公表

医療を受ける当事者である患者・住民が、医療提供体制を理解し、適切な受療行動

をとるためには、計画の評価や見直しの客観性及び透明性を高める必要があることか

ら、北海道はこれらをホームページ等で住民に分かりやすく公表します。


